
令和５年度第２回埼玉県県央地域医療構想調整会議 議事概要 

 

                     開催日時：令和５年１１月２７日（月） 

                          １９：００～２０：２０ 

                     開催形式：WEB開催 

 

１ 出席者  

  別紙参加者名簿のとおり 

  傍聴者 ４名 

 

２ 議 事 

（１）令和４年度病床機能報告・外来機能報告結果について 

 概要について、保健医療政策課から説明があった。 

 

【質疑・意見等】 

 ・特になし 

 

（２）病床整備の進捗状況について 

 概要について、医療整備課から説明があった。 

 また、こうのす共生病院から６床の開設について報告があった。 

 

【質疑・意見等】 

 ・特になし 

 

（３）病院整備計画の公募について 

 概要について、医療整備課から説明があった。 

 また、こうのす共生病院から病院整備計画の概要について説明があった。 

 

【質疑・意見等】 

 質問１ 県央医療圏における救急医療逼迫の改善に資する計画だと思うが、現

在のリソースで増床分を賄えるのか。医師の確保、看護師の確保等の見

込みはあるのか。 

 回答１ 来年４月に２名の常勤医師（救急の専門医、呼吸器内科専門医）の採

用を内定している。医師の体制は問題ないと考えている。コメディカル

に関しても滞りなくできており、それほど心配なく運用できると考えて

いる。 

 



 質問２ 県央医療圏全体では医師数、病床数が足りているかもしれないが、北

半分の方の状況というのは、きめ細かな対応が必要だと思う。そういう

意味では、今回の話は非常に重要なポイントだと考えている。リソース

プラス働き方改革の対応もこれで十分なされるのか、そこが懸念事項で

あるため、教えてほしい。 

 

 回答２ 働き方改革の部分に関しては、常勤の医師が約１０名いるが、管理監

督者である理事長と病院長を除くと医師の平均残業時間は月５時間以内

である。当直に関しても強制的にやるような体制をとっておらず、働き

方改革の部分も問題ないと考えている。 

 

 意見１ 大変積極的に取り組まれておられて素晴らしい。是非、増床を実現し

てほしい。 

  

 意見２ 日頃から地域医療の充実に御尽力いただき感謝申し上げる。先ほど、

救急医療体制の強化や在宅医療の強化等について御説明をいただいた。

これから需要が増えるであろう高齢者を中心とした在宅患者、広くは鴻

巣市民の安心に繋がるものと考え、是非実現をお願いしたい。 

 

（４）医療機関対応方針の協議・検証について 

 概要について、保健医療政策課から説明があった。 

 また、福祉政策課から、埼玉県総合リハビリテーションセンターの経営強化プ

ラン骨子案について説明があった。 

 当調整会議から、埼玉県総合リハビリテーションセンターの経営強化プラン骨

子案について、見直しを求める意見はなかった。 

 

【質疑・意見等】 

 ・特になし 

 

（５）医師の働き方改革に係る特例水準の指定について 

 概要について、医療人材課から説明があった。 

 

【質疑・意見等】 

 ・特になし 

 

（６）地域保健医療計画及び介護保険事業（支援）計画における在宅医療・介護サービ 

   ス等の追加的需要について 

 概要について、高齢者福祉課から説明があった。 



 

【質疑・意見等】 

 ・特になし 

 

３ 廣澤地域医療構想アドバイザーの意見 

・１１月１５日の地域医療構想推進会議において資料７のような意見が出ていた

ので参考にしていただければと思う。 

・今回議題が６個あったが、１番目の病床機能報告あるいは外来機能報告につい

て、国はできれば報告率を１００％にしたいということなので、ぜひ報告をし

ていただければと思う。 

・また、議題２の病床整備の進捗状況では、県央地域では順調に進んでいるよう

なので、今後もよろしくお願いしたい。 

・病院の整備計画の公募ということで、今回いろいろと議論があったが、先生方

の御意見をいただいて公募についてまとめていただければと思う。 

・医療機関の対応方針の協議・検証では、今回、経営強化プランについて埼玉県

総合リハビリテーションセンターから説明があったが、それぞれ御意見を検証

していただいて了解していただいたようである。 

・また、医師の働き方改革ということで、今後は、時間外の上限規制等あるの

で、今回はB水準が２つから出ているが、受け入れる方では宿日直許可等をしっ

かり取得していただいて、この制限を守っていただければと思う。 

・また、６番目の議題で第８次の地域保健医療計画及び第９期の介護保険事業支

援計画ということだが、今後も在宅医療は非常に重要になってくるので、地域

医療構想推進会議でも意見があったが、埼玉県は他の都道府県と比べると、一

人の医師が比較的多くの患者さんを診ているようである。埼玉県医師会でも在

宅医療塾を行っているので、多くの医師が在宅医療に参加していただければと

思う。また、県では、緩和ケアについても議論をしたり、マニュアル等も発行

しているので参考にしていただき、緩和ケア等もいろいろと御検討していただ

ければと思う。 

・県央圏域でも今後地域で協議をしていただいて、医療機能の分化・連携を進め

ていただければと思う。 

 

 

 

 

以 上 


